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 （総則） 

第１条 受託者は、別紙仕様書（業務に対する説明書及びこれに対する質問回答書を含む。

以下同じ。）に基づき、善良な管理者の注意をもって定められた期間中誠実に業務を実施

しなければならない。 

 （権利義務の譲渡等） 

第２条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承させて

はならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

（再委託等） 

第３条 受託者は、委託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受託者は、委託業務の一部を第三者に委託しようとする場合には、あらかじめ再委託を

行う業務の範囲等について、発注者の承認を得なければならない。

 （業務の変更、中止等） 

第４条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し又は一時中止若しく

はこれを打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は期間を変更する必要

があるときは、発注者と受託者とが協議して書面をもって定めなければならない。 

２ 前項の場合において、受託者が損失を受けたときは、発注者は、その損失を補償しな

ければならない。補償額は、発注者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるもの

とする。 

（期間の延長） 

第５条 受託者は、その責に帰することができない理由その他正当な理由により契約期間

 内に委託業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を 

 付して期間の延長を求めなければならない。その延長日数は、発注者と受託者とが協議

 して定めるものとする。 

（臨時業務） 

第６条 発注者は、仕様書に定められたもののほか、臨時に業務の必要が生じたときは、

これを受託者に要求することができる。この場合、受託者は正当な理由がなければ、こ

れを拒むことはできない。 

２ 前項の規定により業務を実施する場合において相当の費用を要するときは、発注者と

受託者とが協議して書面をもって定めなければならない。 

 （臨機の措置） 

第７条 受託者は、業務履行中、災害の防止その他緊急の必要があるときは、臨機の措置

を取らなければならない。 

２ 受託者は、前項の規定による臨機の措置を取ったときは、速やかに発注者に報告する

ものとする。 

 （施設物品保全の義務） 

第８条 受託者は、業務の実施に当たり、発注者の建物、工作物その他の物品を善良な管

理者の注意をもって取り扱わなければならない。 

２ 受託者は、業務履行中、発注者の建物、工作物、その他の物品に破損又は滅失の事実

若しくはそのおそれがあることを発見したときは、速やかに発注者に報告しなければな

らない。 
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 （債務不履行） 

第９条 受託者は、自己の責に帰すべき事由による債務不履行のため発注者に損害を与え

たときは、発注者の被った一切の損害を賠償するものとする。 

 （損害の賠償） 

第１０条  受託者は、業務の実施に当たり、自己の責に帰すべき事由により発注者の建物、

工作物その他の物品に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。 

２ 受託者は、この業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負

うものとする。 

３ 受託者は、前２項に規定する事故が生じたときは、速やかに発注者に報告しなければ

ならない。 

（損失の負担） 

第１１条 委託業務の処理に関し生じた損失（第三者に及ぼした損失を含む。）は、この契

約に定めがあるもののほか、受託者の負担とする。ただし、その損失の発生が発注者の

責に帰する理由による場合は、この限りでない。 

 （秘密の保持） 

第１２条  受託者又はその使用人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （個人情報の保護） 

第１３条 受託者又はその使用人は、この契約による業務を処理するために、個人情報を

取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 （実施計画書の作成） 

第１４条 受託者は、委託業務を実施するための委託業務実施計画書（工程表を含む。）を

作成し、仕様書等の定めるところに従い、発注者に提出し、その承認を受けなければなら

ない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

 （現場責任者） 

第１５条  受託者は、委託業務に従事する従業員の中から、次に掲げる事項について受注

者を代理する現場責任者を選任するものとする。 

(1) 受託者の従業員の指導監督 

(2) 仕様書等に定めのない業務の履行に係る承諾 

(3) その他この契約の目的達成に必要な事項 

２  発注者は、委託業務の履行に関する委託者としての注文、指示等は受託者又は受託者

の選任した現場責任者に対して行うものとする。 

 （業務の確認） 

第１６条  受託者は、業務が完了したときは、業務完了届を発注者に提出しなければなら

ない。 

２ 発注者は、前項の届出があったときは、完了事実を確認するものとする。 

 （契約金の支払） 

第１７条  受託者は、前条による確認を得たときは、契約金の支払い条件に基づき適法な

手続にしたがって発注者に請求するものとする。 
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２ 発注者は、前項の請求があった日から３０日以内にこれを支払うものとする。 

 （契約の解除） 

第１８条  発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除するこ

とができる。 

 (1) 公用又は公益のため、その他やむを得ない事由により契約を履行させることができ 

  ないとき。 

 (2) 受託者又はその使用人等に不正行為があったとき。 

 (3) その責に帰すべき事由により業務が著しく遅延したとき。 

(4) 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。 

 (5) 業務内容が著しく誠意を欠くと認められるとき。 

 (6) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができない 

  と認められるとき。 

２ 前項の第２号から第６号までの規定により契約を解除した場合、受託者は、違約金と

して契約金額の１００分の１０に相当する金額を発注者に支払うものとする。 

３ 受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

 (1) 第４条の規定により業務内容を変更したため、契約金額が３分の１以上減少したと

  き。 

 (2) 第４条の規定による業務の履行の中止期間が委託期間の３分の１以上に達したとき。 

 (3) 発注者がこの契約に違反し、その違反により業務を遂行することが不可能であると

き。 

４ 第１項及び第３項の規定により契約を解除したときは、発注者は、履行済みの部分に

ついて相当と認める金額を支払うものとする。 

（暴力団等排除に係る解除） 

第１９条  発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を

解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害が生じても、発注

者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

 (1) 受託者が個人である場合には、その者が、小田原市暴力団排除条例（平成２３年小

田原市条例第２９号。以下本条において「条例」という。）第２条第３号に定める暴力

団員又は第４号に定める暴力団員等（以下本条及び次条において「暴力団員等」とい

う。）と認められるとき、又は、法人等（法人又は団体をいう。）が、条例第２条第５

号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

 (2) 受託者が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。第２３条

第１項又は第２項に違反したと認められるとき。 

(3) 受託者又は役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人等である

場合には役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と

認められる者を含む。）、又は支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所

をいう。）の代表者をいう。）が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められた
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とき。 

２ 前項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては、受託者は、契約金額の

１００分の１０に相当する額を発注者に違約金として、発注者の指定する期間内に支払

わなければならない。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第２０条  受託者は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、

遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしな

ければならない。 

２ 受託者は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じる

おそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。 

３ 受託者は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その

旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなけれ

ばならない。 

 （相殺） 

第２１条  発注者は、受託者が発注者に支払うべき金銭債務がある場合は、この契約に基

づき受託者に支払うべき代金と相殺することができる。 

 （疑義等の解決） 

第２２条  この契約の履行に当たり疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項に

 ついては、発注者と受託者とが協議のうえ解決するものとする。 

 （その他の事項） 

第２３条  この契約書に定めるもののほか必要な事項については、小田原市病院事業の財

務に関する規程及びその他関係法令の規定によるほか、その都度発注者と受託者とが協議

して定める。 
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別添（１３条関係） 特記事項

（総則）

第１条 受注者は、小田原市個人情報保護条例その他の法令等を遵守し、この契約により

取り扱う場合は、個人情報の管理について、発注者と同等の措置を講じなければならな

い。

（報告等）

第２条 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報の取扱いが必要になっ

た場合は、直ちにその旨を発注者に報告し、個人情報の適正な取扱いのため、以下に定

める措置をとるほか、発注者の指示に従わなければならない。

（個人情報の保管）

第３条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を毀損、又は滅失することのないよ

う、個人情報の安全な保管を図らなければならない。

（秘密の保持等）

第４条 受注者は、この契約により知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（個人の権利利益の保護）

第５条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いが、個人の権利利益を侵すことのな

いように図らなければならない。

（目的外使用の禁止）

第６条 受注者は、この契約により取り扱う個人情報を、本契約の目的以外の目的に使用

し、又は第三者に提供してはならない。


